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　70歳から74歳の国民健康保
険被保険者の方へ、8月1日より
利用できる高齢受給者証を7月下
旬に送付しました。病院等を受診
する際は、国民健康保険被保険
者証（保険証）とあわせて窓口
に提示してください。なお、新しい
高齢受給者証は、21年中の所
得の状況を参考に、一部負担
金の割合が決定されています。
　7月31日有効期限の高齢受給
者証は、市民課窓口へ返却して
ください。

　国民健康保険から職場の健康保険（社会保険）に加入し

た場合は、国民健康保険を抜ける手続きが必ず必要です。

国民健康保険を抜ける手続きは会社では行ないません

（会社で行なうのは、社会保険への加入手続き及び国民年

金から厚生年金等への切り替えのみです）。

　社会保険に加入したにもかかわらず、

国民健康保険証を使用していると、資

格喪失後受診となり、下野市の国民健

康保険が負担した医療費をご本人に請

求させていただく場合があります。

（注）平成20年4月から2割負担に引き上げられましたが、政府による1割負担
凍結措置により、患者負担は１割に据え置かれています。

　同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満
の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被
保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満
の場合は申請により、一般所得者の負担割合になります。（該当
者にはお知らせしています）

平成23年7月31日
ただし、75歳の誕生日をむかえる方は誕生日の前日。

８月１日より高齢受給者証が新しくなりました
国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

・新しく交付された社会保険証（カード

　の場合は社会保険にかわった方全

　員分）

・いままで使用していた国民健康保険証

・印鑑（朱肉を使うもの）

　いまお持ちの国民健康保険証をそのまま使用すること

はできません。

　必ず国民健康保険を抜ける手続きと国民健康保険に加

入する手続きが必要です。必要書類は以下のとおりです。

・社会保険を抜けた証明書（退職証明書や社会保険資

　格喪失証明書、離職票）

・いまお持ちの国民健康保険証

・印鑑（朱肉を使うもの）

　1日生まれの方は70歳になる
誕生月の1日から、2日以降生ま
れの方は70歳になる誕生月の翌
月1日から、受給者証を適用月の
前月末までに自宅に郵送します。

負担割合

受給者証の有効期限

適用時期

　1か月に支払った自己負担額を
合計し、別表の外来欄の額を超
えた分が高額療養費として支給
されます。

自己負担限度額

◎現役並み所得者とは・・・

問い合わせ先 市民課 国保年金グループ 　 40-5556問い合わせ先 市民課 国保年金グループ 　 40-5556

・外来（個人ごとに計算）
　高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合に応じて、
それぞれの病院等に支払う限度額は別表の入院欄の額となります。
　なお、非課税世帯の方は、事前に限度額適用・標準負担額減額
認定証の交付を受け、入院時にその証を病院等に提示すると、支
払いが低所得世帯の限度額までとなります。

・入院

　世帯主および国民健康保険被
保険者全員が住民税非課税の
世帯

◎低所得世帯Ⅱとは…
　世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、
その世帯の各種収入等から必要経費等（年金収入は控除額を80万
円として計算）を差し引いた所得が0円となる世帯

◎低所得世帯Ⅰとは…
　国民健康保険税がいつまでも課税されたままになりますので、必ず手続きをしましょう。

　なお、国民健康保険税は社会保険に加入した月まで再計算し、たりない場合は差額の納付書を、

また納めすぎの場合は還付通知書を後日送付します。

別表（保険診療の1か月の自己負担限度額表）

区　分

現役並み所得者世帯

一般所得者世帯 1割
1割
1割

Ⅱ
Ⅰ

低所得世帯
（非課税世帯）

3割 44,400円

12,000円
8,000円
8,000円

44,400円
24,600円
15,000円

（44,400円※）
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

負担割合 外　来 入　院

※同じ世帯で過去12か月に高額療養費の支給を3回受けている場合、4回目からの自己負担限度額

◇平成23年3月まで適用

平成23年
3月31日まで

現役並み所得者

一般所得者 2割

3割 3割

平成23年4月1日から
平成24年7月31日まで

1割（注）

国民健康保険から社会保険に加入された方へ

国民健康保険を抜ける手続きはお済みですか？国民健康保険を抜ける手続きはお済みですか？

国民健康保険を抜ける手続きをしていないと…

国民健康保険を抜けるために
必要な書類

社会保険に加入したが、
すぐに抜けてしまった場合は…

　ご本人でなくともご家族の方であれば

手続きすることができます。また郵送で

も手続きをすることができますので、市

民課（国保年金グループ）までご連絡

ください。

手続きをするところ
国分寺・石橋・南河内各庁舎の市民課窓口


